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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に

お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
笛
吹
市
川
三
郷
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
大
字
芦
川
町
中
芦
川
字
里
道
一
六
二
〇
番

旧

九
・
〇
〜

三
〇
・
五

の
一
地
先
か
ら

一
一
・
〇

笛
吹
市
大
字
芦
川
町
中
芦
川
字
東
原
八
六
八
番
の

一
地
先
ま
で

新

九
・
〇
〜

三
六
・
〇

二
一
・
二

山
梨
県
告
示
第
三
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に

お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

白
井
甲
州
線

笛
吹
市
大
字
八
代
町
南
字
養
老
子
八

一
五
三
・
〇
平
成
十
九
年

四
五
番
の
三
地
先
か
ら

八
月
二
十
日

笛
吹
市
大
字
八
代
町
南
字
養
老
子
八

三
九
番
の
二
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に

お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

藤
垈
石
和
線

笛
吹
市
大
字
八
代
町
南
字
堀
之
内
八

一
八
〇
・
〇
平
成
十
九
年

七
九
番
の
七
地
先
か
ら

八
月
二
十
日

笛
吹
市
大
字
八
代
町
南
字
侭
之
下
一

〇
四
九
番
の
一
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
を
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
と
し
て
指
定
し

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
八
十
六
号
　
　
平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
〇
九

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

八
月
二
十
日

第
千
七
百
八
十
六
号

月　曜　日



た
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

指
　
定
　
年
　
月
　
日

あ
ま
の
診
療
所

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
四
〇
〇
番
地
三
五

平
成
十
九
年
八
月
一
日

あ
お
ぞ
ら
薬
局
富
士

甲
府
市
飯
田
二
丁
目
三
番
六
号

平
成
十
九
年
八
月
一
日

見
店

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

上
野
原
市
上
野
原
二
四
二
四
番
地
一

平
成
十
九
年
八
月
一
日

ョ
ン
に
ん
じ
ん
上
野

原

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
五
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
　
急
病
人
の
搬
送
又
は
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
規
定
す
る
医
師
及
び
保

健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
に
規
定
す
る
助
産
師
が
緊
急
往
診

に
使
用
中
の
車
両

五
　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十

四
号
）
に
規
定
す
る
感
染
症
患
者
の
収
容
活
動
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
防
止
活
動
に

使
用
中
の
車
両

第
六
条
第
一
項
中
「
駐
車
禁
止
及
び
」
を
「
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
駐
車
禁
止
及
び

法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
　
災
害
救
助
、
人
命
救
助
、
水
防
活
動
又
は
消
防
活
動
の
た
め
使
用
中
の
車
両

三
　
犯
罪
の
鎮
圧
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
犯
罪
の
捜
査
、
交
通
の
取
締
り
、
警
備
活
動
そ
の
他
警
察
活

動
の
た
め
使
用
中
の
車
両
及
び
警
察
活
動
の
た
め
停
止
を
求
め
ら
れ
て
い
る
車
両

四
　
放
置
車
両
の
確
認
及
び
放
置
車
両
確
認
標
章
の
取
付
け
の
た
め
使
用
中
の
車
両

五
　
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
に
基
づ
き
、
電
報
の
配
達
の
た
め
使

用
中
の
車
両

六
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
に
規
定
す

る
一
般
廃
棄
物
の
収
集
の
た
め
市
町
村
（
市
町
村
か
ら
一
般
廃
棄
物
の
収
集
の
委
託
を
受
け
た
者

を
含
む
。）
が
使
用
中
の
車
両

七
　
道
路
の
維
持
管
理
の
た
め
使
用
中
の
道
路
維
持
作
業
用
自
動
車

八
　
信
号
機
、
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
、
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
、
道
路
標
識
等
の

維
持
管
理
の
た
め
使
用
中
の
車
両

九
　
公
職
選
挙
法
に
規
定
す
る
選
挙
運
動
に
使
用
中
の
自
動
車
及
び
確
認
団
体
の
政
治
活
動
に
使
用

中
の
自
動
車

十
　
次
に
掲
げ
る
車
両
で
別
記
様
式
第
八
の
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
（
以
下
「
指
定
車
標
章
」

と
い
う
。）
を
掲
出
し
て
い
る
も
の

ア
　
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
、
電
話
又
は
鉄
道
の
各
事
業
に
つ
い
て
緊
急
修
復
を
要
す
る
工
事
の
た

め
使
用
中
の
車
両

イ
　
報
道
機
関
の
緊
急
取
材
の
た
め
使
用
中
の
車
両

ウ
　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
感
染
症
患

者
の
収
容
活
動
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
防
止
活
動
に
使
用
中
の
車
両

エ
　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
に
基
づ
く
臨
検
検
査
の
た
め
使
用

中
の
車
両

オ
　
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
公
害

調
査
の
た
め
使
用
中
の
車
両

カ
　
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
に
定
め
る
執
行
官
が
民
事
執
行
法
（
昭
和

五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
に
基
づ
く
強
制
執
行
等
を
迅
速
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の

執
行
の
た
め
現
に
使
用
中
の
車
両

キ
　
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
電
波
の
監
視
及
び
電
波
の

質
の
是
正
並
び
に
不
法
に
設
置
さ
れ
た
無
線
局
及
び
不
法
に
開
設
さ
れ
た
高
周
波
利
用
設
備
の

探
査
の
た
め
使
用
中
の
車
両

ク
　
狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
に
基
づ
き
、
県
知
事
が
指
定
し

た
捕
獲
人
が
犬
の
捕
獲
の
た
め
使
用
中
の
車
両

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
八
十
六
号
　
　
平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

六
一
〇



ケ
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

に
基
づ
き
、
県
知
事
が
精
神
障
害
者
を
国
等
の
設
置
し
た
精
神
科
病
院
又
は
指
定
病
院
に
入
院

さ
せ
る
た
め
使
用
中
の
車
両

コ
　
専
ら
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
に
規
定
す
る
通
常
郵
便
物
の
集
配
の

た
め
使
用
中
の
車
両

サ
　
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
自
動
車
検
査
証
に
患

者
輸
送
車
又
は
車
い
す
移
動
車
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
現
に
歩
行
に
支
障
が
あ
る

者
の
輸
送
の
た
め
使
用
中
の
車
両

シ
　
医
師
法
に
規
定
す
る
医
師
及
び
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
に
規
定
す
る
助
産
師
が
緊
急
往
診

に
使
用
中
の
車
両

ス
　
市
町
村
の
長
と
歯
科
医
師
会
会
長
と
の
歯
科
訪
問
診
療
に
関
す
る
委
託
契
約
に
基
づ
き
、
歯

科
医
師
会
か
ら
指
定
さ
れ
た
歯
科
医
師
が
往
診
の
た
め
使
用
中
の
車
両

十
一
　
次
に
掲
げ
る
ア
か
ら
エ
ま
で
に
該
当
す
る
者
が
現
に
使
用
中
の
車
両
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式

第
九
の
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章（
他
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
交
付
に
係
る
も
の
を
含
む
。

以
下
「
身
体
障
害
者
用
標
章
」
と
い
う
。）
を
、
オ
に
該
当
す
る
者
が
現
に
使
用
中
の
車
両
に
あ

つ
て
は
別
記
様
式
第
九
の
二
の
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
（
他
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
交

付
に
係
る
も
の
を
含
む
。
以
下
「
紫
外
線
要
保
護
者
用
標
章
」
と
い
う
。）
を
掲
出
し
て
い
る
も

の
（
オ
に
あ
つ
て
は
、
昼
間
（
日
出
か
ら
日
没
ま
で
の
時
間
を
い
う
。）
に
限
る
。）。

ア
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
に
基
づ
く
身
体
障
害
者
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
別
表
第
一
の
左
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第

十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害
を
有
し
、
歩
行
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
る
も
の

イ
　
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
に
基
づ
く
戦
傷
病
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
別
表
第
一
の
左
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
の
二

に
定
め
る
重
度
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有
し
、
歩
行
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
も
の

ウ
　
山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
く
療
育
手
　

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
同
規
則
第
五
条
第
二
項
に
定
め
る
重
度
知
的
障
害
者

エ
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
　

（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三
項
に
定
め
る
一
級
の
障
害
を
有
す
る
も
の

オ
　
小
児
慢
性
特
定
疾
患
児
手
帳
交
付
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
（
平
成
六
年
十
二
月
一
日
付
け
、

厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
第
千
三
十
三
号
）
に
基
づ
く
小
児
慢
性
特
定
疾
患
児
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
者
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
慢
性
疾
患
及
び
当
該
疾
患
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
疾
患
の
状
態
の
程
度
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
三
号
）
第
八
表
中
の

色
素
性
乾
皮
症
に
限
る
。）

第
六
条
第
一
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
十
号
か
ら
第
十

五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、「
受
け
よ
う
と
す
る
者
」
の
下
に
「（
第

十
一
号
に
規
定
す
る
標
章
は
、
山
梨
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
条
第
三
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
よ
り
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
標
章
の
種
別
に
応
じ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
書
面
又
は
そ
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
車
両
に
係
る
標
章

ア
　
当
該
車
両
に
係
る
自
動
車
検
査
証

イ
　
当
該
車
両
が
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
車
両
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書

面
ウ
　
当
該
車
両
に
係
る
用
務
を
疎
明
す
る
書
面

二
　
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
車
両
に
係
る
標
章

ア
　
標
章
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

イ
　
標
章
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一

号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
（
三
か
月
以
内
に
交
付
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。）、
適
用
を
受
け
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
登
録
証
明
書
等

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
　
公
安
委
員
会
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
車

両
（
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
標
章
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
標
章
の
交
付

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
）
が
第
一
項
第
十
号
又
は
第
十
一
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
有
効
期
限
を
定
め
て
指
定
車
標
章
等
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
車
両
の
運
転
者
が
車
両
を

離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
駐
車
す
る
と
き
は
、
運
転
者
の
連
絡
先
又
は
用

務
先
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
九
の
四
の
連
絡
票
を
除
外
標
章
等
と
と
も
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
六
条
の
二
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
除
外
標
章
等
を
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
貸
与
し
な
い
こ
と
（
当
該
交
付
を
受
け
た
者
が
、
他
人
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の
介
助
を
受
け
て
車
両
に
乗
降
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
貸
与
す
る
場
合
を
除
く
。）。

第
六
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
　
除
外
標
章
等
の
交
付
を
受
け
た
者
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
当
該
標
章
（
第
三
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
亡
失
し
た
標
章
）
を
公
安
委
員
会
に
返

納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
除
外
標
章
等
の
有
効
期
限
が
経
過
し
た
と
き
。

二
　
除
外
標
章
等
の
交
付
を
受
け
た
理
由
が
な
く
な
つ
た
と
き
。

三
　
除
外
標
章
等
の
再
交
付
を
受
け
た
後
に
お
い
て
亡
失
し
た
当
該
標
章
を
発
見
し
、
又
は
回
復
し

た
と
き
。

四
　
公
安
委
員
会
か
ら
除
外
標
章
等
の
返
納
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
。

第
六
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
署
長
の
行
う
駐
車
許
可
）

第
六
条
の
三

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
署
長
の
駐
車
許
可
は
、
車
両
に
係
る
駐
車
が
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
、
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
日
時
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
駐
車
（
許
可
に
条
件
を
付
す
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
条
件
に
従
つ
た
駐
車
。
次
号
イ
に
お

い
て
同
じ
。）
に
よ
り
交
通
に
支
障
を
生
じ
、
又
は
交
通
を
著
し
く
阻
害
す
る
時
間
帯
で
な
い

こ
と
。

イ
　
駐
車
に
係
る
用
務
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
時
間
を
超
え
て
駐
車
す
る
も
の
で
な

い
こ
と
。

二
　
申
請
場
所
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
駐
車
禁
止
の
規
制
の
み
が
実
施
さ
れ
て
い
る
場
所
（
無
余
地
と
な
る
場
所
及
び
放
置
車
両
と

な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
法
第
四
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
所
を
除
く
。）
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
駐
車
に
よ
り
交
通
に
危
険
を
生
じ
、
又
は
交
通
を
著
し
く
阻
害
す
る
場
所
で
な
い
こ
と
。

三
　
駐
車
に
係
る
用
務
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
公
共
交
通
機
関
等
の
当
該
車
両
以
外
の
交
通
手
段
に
よ
つ
た
の
で
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら
れ
る
用
務
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
五
分
を
超
え
な
い
時
間
内
の
貨
物
の
積
卸
し
そ
の
他
駐
車
違
反
と
な
ら
な
い
方
法
に
よ
る
こ

と
が
お
よ
そ
不
可
能
と
認
め
ら
れ
る
用
務
で
あ
る
こ
と
。

ウ
　
法
第
七
十
七
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
行
為
を
伴
う
用
務
で
な
い
こ
と
。

四
　
駐
車
可
能
な
場
所
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
内
に
路
外
駐
車
場
、
路
上
駐
車
場
及
び
駐
車

が
禁
止
さ
れ
て
な
い
道
路
の
部
分
の
い
ず
れ
も
存
在
せ
ず
、
又
は
こ
れ
ら
の
利
用
が
お
よ
そ
不
可

能
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

ア
　
重
量
又
は
長
大
な
貨
物
の
積
卸
し
で
用
務
先
の
直
近
に
駐
車
す
る
必
要
が
あ
る
車
両
に
あ
つ

て
は
、
当
該
用
務
先
の
直
近

イ
　
そ
の
他
の
車
両
に
あ
つ
て
は
、
当
該
用
務
先
か
ら
お
お
む
ね
百
メ
ー
ト
ル
以
内

２
　
法
第
四
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
署
長
の
駐
車
許
可
は
、
車
両
に
係
る
駐
車
が
、
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
、
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
日
時
に
つ
い
て
は
、
駐
車
に
係
る
用
務
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
時
間
を
超
え

て
駐
車
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

二
　
申
請
の
場
所
及
び
方
法
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

ア
　
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
時
間
制
限
駐
車
区
間
を
利
用
す
る
他
の
車
両
を
著
し
く
妨
害
す
る

場
所
で
な
い
こ
と
。

イ
　
方
法
に
つ
い
て
は
、
当
該
方
法
で
駐
車
す
る
こ
と
に
よ
り
、
交
通
に
危
険
を
生
じ
、
又
は
交

通
を
著
し
く
阻
害
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
こ
と
。

三
　
駐
車
に
係
る
用
務
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
公
共
交
通
機
関
等
の
当
該
車
両
以
外
の
交
通
手
段
に
よ
つ
た
の
で
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら
れ
る
用
務
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
当
該
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
い
て
道
路
標
識
等
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
時
間
内
の
駐
車
そ
の

他
駐
車
違
反
と
な
ら
な
い
方
法
に
よ
る
こ
と
が
お
よ
そ
不
可
能
と
認
め
ら
れ
る
用
務
で
あ
る
こ

と
。

ウ
　
法
第
七
十
七
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
行
為
を
伴
う
用
務
で
な
い
こ
と
。

四
　
駐
車
可
能
な
場
所
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
内
に
路
外
駐
車
場
、
路
上
駐
車
場
及
び
駐
車

が
禁
止
さ
れ
て
な
い
道
路
の
部
分
の
い
ず
れ
も
存
在
せ
ず
、
又
は
こ
れ
ら
の
利
用
が
お
よ
そ
不
可

能
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

ア
　
重
量
又
は
長
大
な
貨
物
の
積
卸
し
で
用
務
先
の
直
近
に
駐
車
す
る
必
要
が
あ
る
車
両
に
あ
つ

て
は
、
当
該
用
務
先
の
直
近

イ
　
そ
の
他
の
車
両
に
あ
つ
て
は
、
当
該
用
務
先
か
ら
お
お
む
ね
百
メ
ー
ト
ル
以
内

３
　
前
二
項
の
駐
車
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
の
駐
車
許
可
申
請
書
二
通
を
、

駐
車
場
所
を
管
轄
す
る
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
又
は
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
場
所
及
び
そ
の
周
辺
の
見
取
図
（
建
物
又
は
施
設
の
名
称
等
が
判
別
で
き
る

も
の
で
、
当
該
申
請
に
係
る
場
所
に
印
を
付
し
た
も
の
）

二
　
当
該
申
請
に
係
る
用
務
を
疎
明
す
る
書
面

三
　
当
該
申
請
に
係
る
車
両
の
自
動
車
検
査
証

四
　
当
該
車
両
の
運
転
者
の
自
動
車
運
転
免
許
証

５
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
署
長
は
、
当
該
許
可
に
道
路
に
お
け
る
危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
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た
め
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
署
長
は
、
駐
車
を
許
可
し
た
場
合
は
、
別
記
様
式
第
十
の
駐
車
許
可
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

７
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
車
両
を
当
該
許
可

を
受
け
た
場
所
に
駐
車
さ
せ
て
い
る
間
、
当
該
許
可
証
を
車
両
の
前
面
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
第
十
七
号
中
「（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）」
を
削
る
。

第
十
二
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
公
職
選
挙
法
の
適
用
を
受
け
る
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
又
は
選
挙
運
動
期
間
中
に
お

け
る
政
治
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。

第
十
五
条
第
三
項
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
第
一
の
二
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
二
第
三
項
中
「
別
表
第
一
の
二
」
を
「
別
表
第
一
の
三
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
三
項
中
「
別
表
第
一
の
三
」
を
「
別
表
第
一
の
四
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
三
を
別
表
第
一
の
四
と
し
、
別
表
第
一
の
二
を
別
表
第
一
の
三
と
し
、
別
表
第
一
を
別

表
第
一
の
二
と
し
、
附
則
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
八
十
六
号
　
　
平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

六
一
三



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
八
十
六
号
　
　
平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

六
一
四

別表第１



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
八
十
六
号
　
　
平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

六
一
五

別
記
様
式
第
八
か
ら
別
記
様
式
第
九
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
八
十
六
号
　
　
平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

六
一
六

別記様式第８（第６条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
八
十
六
号
　
　
平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

六
一
七

別記様式第９（第６条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
八
十
六
号
　
　
平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

六
一
八

別記様式第９の２（第６条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
八
十
六
号
　
　
平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

六
一
九

別記様式第９の３（第６条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
八
十
六
号
　
　
平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

六
二
〇

別
記
様
式
第
九
の
三
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
八
十
六
号
　
　
平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

六
二
一

別記様式第９の４（第６条の２関係）



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
八
十
六
号
　
　
平
成
十
九
年
八
月
二
十
日

六
二
二

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
以
下
「
旧
細
則
」
と
い

う
。）
第
六
条
第
一
項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
て
い
る
指
定
車
標

章
等
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
以
下
「
新
細
則
」
と
い
う
。）

第
六
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
指
定
車
標
章
等
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
細
則
第
六
条
第
一
項
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る
別
記
様
式
第
九
の

標
章
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
及
び
当
該
標
章
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
（
新
細
則
の
適
用

を
受
け
る
者
を
除
く
。）
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
三
年
間
は
、
新
細
則
第
六
条
第
一
項
第

十
一
号
ア
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。


